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意見書

異議申立人 草野 利一

異議申立人ら代理人 鬱々さぎ箋
弁護士 海渡 雄 - "薪諺#
同 只野 靖

同 村上 一也

電波監理審議会 御中

意見の趣旨

1 標記異議申立人の申立に係る総務大臣に対する異議申し立て事件 ( 年 号事件)
は、 電波法 8 7 条但書に定める ｢事案が特に重要である場合｣ に該当することが明らかで

あるから、 電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名することを求める。
2 事案の踵穴性に鑑み、 審理を主宰すべき委員は、 電波監理審議会の委員全員とすべき
である。

意見の理由

1 2 0 0 6 年 9 月中旬から、 主にアマチュ ア無線に使用されている周波数 1 . 8 M H z
前後の電波帯に、 正体不明の電波が断続的に混信 し、 通信に支障を来 していることが報

道されている。 報道によれば、 ｢一部の船舶無線にも影響が出ているという。 こうした

電波の発信は国際条約違反だ。 総務省によると、 発信源は中国大陸方向にあり、 場所を

特定し次第、 当該国に排除要請する｣ とのことである。
ところが、 同 じ総務省によって、 合法的にアマチュア無線の電波が妨害されようとし
ている。 それは、 電力線を用いた電気信号送信技術 (電力線搬送通信設備、 Po w e r L1n e
Co m m u n 1c a t1o n s : P L C )が、 平成 1 8 年 1 0 月 4 目に総務省令によっ て解禁されたこ
とによる。

本件異議申し立ては、 P L C が解禁されたことによって、 アマチュ ア無線の電波が妨

害され、 通信が不可能あるいは著しく困難になるおそれがあることから、 P L C の型式

指定の取消を求めるものである。

2 P L C による電波妨害

重要な社会的役割を果たしてきた我が国の短波帯アマチュ ア無線の文化が、 今息絶え

ようと している。

それは、 コンセントに接続されている電線に、 電流 (5 0 H z 又は 6 0 H z ) とは全
く別の高周波の信号 (今回解禁されたのは 2 M H z ~ 3 0 M H z ) を送受信することに



よって、 電線を介してインター- ネ ッ ト接続が可能になるP L C が解禁されようとしてい

る。 P L C を用いれば、 たとえばパソコ ンや家電製品の電源コードをコ ンセントに入れ

るだけで、 インターネ ッ ト接続が可能になるとされている。 これが可能となれば、 一般

家庭において、 新たにインターネ ッ ト用の配線を施さなくても、 既存の電気配線を使用
してネ ッ トワークが構築できるため、 その解禁を求める声はかなり以前からあ .った。 そ

の意味で、 このアイデアは、 決して最近出てきたものではない。
にもかかわらず、 この技術は長らく封印されてきた。 それは、 簡単に言えば、 電線中

に高周波信号を流した場合、 そこから電波が漏洩し、 他の電波利用を妨害するおそれが

極めて高いことが分か っており、これに対する有効な対策ができなか ったからであった。
後記の総務省令改正で、 今回、 屋内において 2 M H Z ~ 3 0 M H z の短波帯を使用す
る P L C が解禁されたが、 電波漏洩による妨害のおそれは全く解決されていない。 そし

て、 この解禁によ .って、 最も大きな影響を被るのが、 同じ 2 M H z ~ 3 0 M H z の短波
帯を使用 してきたアマチュ ア無線なのである。

さらに、 影響はアマチュ ア無線のみにとどまらない。 同じ 2 M H z ~ 3 0 M H z の短
波帯を使用 してきたすべての領域に影響する。 その中には、 無線通信を妨害する太陽活

動をモニターし宇宙天気予報を実施 している電波天文、 国による事業免許の元で放送し

ている短波ラジオ、 重要な航空路である北太平洋路線をはじめとして陸地から遠く離れ

た位置では短波が唯一の通信手段となる航空無線や海上遭難無線 - G1o ba 1 M a n t血e
D1s錠 e s s a nd Sa fe t y Sy s t e m (GDMSS) 、 誤動作が人命の危機に直結する医療機器なども
ある。

P L C に対する疑念と懸念

P L C に対して疑念と懸念を示しているのは、 アマチュア無線家だけではない。

現に、 平成 18 年 11月 9 目、 厚生労働省は、 P L C を解禁 した総務省に対して、 ｢P

L C 機器による医療機器への影響が完全には否定できず、 医療機器によっては誤作動を
生じさせるおそれがある ｣ として、 ｢医療機関及び居宅等の環境下においてP L C 機器

と医療機器を併用する場合には安全対策上の措置を講ずるべきことについて、 取扱説明

書等の媒体を用いて P L C 機器の購入者等に対し周知｣ するなどの行政指導をすること

を求めた。 さらに、 厚生労働省は、 同申し入れを行ったことを、 各都道府県、 医薬品医

療機器総合機構、 日本医師会、 日本医療機器産業連合会等に対しても通知した。
短波帯における電波天文観測は , 主として太陽や木星等が発する電波が研究対象とし

ており , 特に太陽からの短波帯電波の観測は、 宇宙天気予報として太陽爆発に起因する

無線通信障害を防止するために広く社会に役立てられている。 しかしながら, 例え電波

天文観測施設の近傍で PLC が利用されなくとも , 電離層で反射された全国各地の PLC か

らの漏洩電波が集積して電波天文観測を不可能にする可能性が PLC 解禁の答申参考資料

で明らかになり , 我が国の電波天文学者は強い懸念を示している。

短波帯の航空無線は, 北太平洋海上など衛星経由の航空管制が困難な空域との管制通

信に利用されている。 これは地上の管制局との唯一の通信手段であり , 熟練した航空管

制通信士によ、っ て、 信号強度が雑音強度の 1/4 でも交信可能であるほどの技術をもって

乗員 ･ 乗客の安全確保に寄与している。 この唯一の通信手段が奪われて しまえば, 乗員
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乗客は大きな不安をもっ て飛行せざるを得なくなる。

4 本件異議申し立ての概略

本件は、 P L C が 2 M H z ~ 3 0 M H z の周波数を利用することに伴い、 これまで同
周波数を使用して アマチュ ア無線を行ってきた異議申立人らが、 P L C 機器による混信

や電波妨害等によってアマチュ ア無線を使用できなくなるおそれが極めて高くなったこ

とから、 同周波数を使用する P L C 機器について既になされた電波法施行規則等が定め
る型式指定及び電波法が定める許可の取消を求めるものである。

異議申立人らの主張の骨子は、 次のとおりである。
(1) 異議申立人らアマチュ ア無線運用者は、 国から免許を取得 し、 アマチュア無線を行
ってきた者であり、 アマチュ ア無線を従前同様行うことができる利益は、 通信の自由そ

のものというべきであり、 市民的及び政治的権利に関する国際規約 1 7 条、 憲法 1 3 条

及び電波法上も保護されたものというべきであって、 法律上保護された利益である。

(2) P L C 機器の製造 ･販売を放置すれば、 短波帯でのみ可能な遠距離アマチュア無線が
不可能となるかあるいは著しく困難な状況になるという重大な損害が生ずるおそれが
ある。

(3) P L C の目的である屋内ネ ッ トワークは、 イーサネ ッ トケーブルを引く、 無線 LAN
を利用する等、 現状でも利用できる他の方法によって、 副作用を生ずることなく、 容易

力}つ安価に構築することが可能である。 現に、 大多数の家庭では、 そのような方法での

インターネ ット接続が既に広く普及しており、 P L C を解禁しなければならない必要性
･ 必然性がない。

(4) P L C 機器とアマチュ ア無線等との共存は、 現在の技術では不可能であり、 P L C 機
器の製造 ･販売を禁ずる以外に、 アマチュア無線等の通信環境を維持するのに、 他に適

当な方法はない。

(5) ア 総務省は、アマチュア無線等他の無線通信を妨害するおそれのある技術を解禁す
べきではないことは、 電波法 1 0 0 条等の法令の規定から明らかであり、

イ 少なくとも、他の無線利用妨害を不可避的にもたらす大きな問題が解決されてい

ない現状で P L C を解禁することは、総務大臣に与えられた裁量の範囲を超え著し

くは濫用となると認められる,べきである。

(6) 以上の事情からすれば、異議申立人らの求める型式指定処分の取消が認められる .べき
である。

5 本件は電波法 8 7 条に定める ｢事案が特に重要である場合｣ に該当する

電波法 8 7 条は、 ｢審理は、 電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰す

る。 ただし、 事案が特に重要である場合において、 電波監理審議会が審理を主宰す ,べき委

員を指名 したときは、 この限りでない｣ と定める。
｢電波監理審議会 4 0 年の歩み｣ によると、 2 0 件の異議申し立て手続きの経緯が報告

されているが、 残念ながら電波監理審議会が審理を主宰す .べき委員を指名 した事例は見あ

たらない。
しかし、 本件が異議申し立て事件としては ｢事案が特に重要である場合｣ に該当するこ



とは以下の事情からも明らかである。

まず第一に、 問題となっている事案において問われていることは、 我が国のアマチュア

無線の存続そのものに直接影響を与える極めて重大な電波法上の処分の適否が争われてい

ることである。 そして、 事件の内容において問われているのは、 電波の割り当ての問題で

はなく、 アマチュア無線の通信が継続できるかどうかという、 無線通信の死活的問題が問

われているのである。

第二に、 関係する異議申し立て人の人数が多いし、 またこれによって影響を受ける関係

人は我が国において免許を受けているアマチュ ア無線家、 短波放送受信者、 航空無線使用

者、 漁業無線使用者など、 非常に広汎である。

第主に、 本件規則の制定に当たっては、 情報通信審議会の議論を経ているけれども、 そ

の経過に重大な過誤があり、 異議申立人らが実際に販売されている機器を用いた実験によ

って、 その過誤が既に実証されていることである。

第四に、 これまで販売されている国内メーカー販売のP L C 機器においては、 メーカー

が自主的にアマチュア無線周波数帯に被害をもたらさないよう、 配慮して機器の仕様にノ

ッチを組み込んできた。 それでも、 少なからぬ影響は避けられないが、 まもなく海外メー

か一からアマチュ ア無線周波数帯に被害をもたらさないよう、 配慮して機器の仕様にノ ッ
チを組み込んでいない P L C 機器が発売されようとしている。 まさに、 これから被害が一

挙に現実化しようとしているのである。

第五に、 本件は、 その及ぼす影響が甚大であり、 迅速な判断を審議会全体で議論して速

やかに判断する行う必要がある。 審理官を通じた審理では、 審理官のまとめた意見書に基

･づく審議会の議論をせざるを得ない。 しかし、 本件総務省令改正を主導した官僚に委ねて

いたのでは、 適切な判断が不可能であることは明白である。

第六に電波監理審議会の任務は、 電波の公平な利用に帰着するが、 長い電波行政の歴史

において、 電波のバ ッティングを引き起こすような機器を認可した例はない。 他の認可さ

れた通信が困難になるような電波利用を認めた前例がないのである。 総務大臣が認可した

電波法の免許事業者の通信ができなくなるという深刻な危機を、 総務省自らが創り出すと

いう異常な状況が生み出されているのである。

第七に、 審議会の委員の方 々 には、 メーカーは総務省令において義務 ･づけられていない
のに、 なぜノ ッチを入れているのかという点について深く考えて頂きたいということであ

る。 総務省令の定めた P L C の許容値に問題がないのであれば、 ノ ッチを入れる必要はな

いはずであるのに、 なぜ先行国内メーカーはこのような設計を採用 したのか。 それは、 総

務省令の定めている許容値が不十分であり、 アマチュ ア無線の通信妨害となることをメー

カーは知っているからである。

最後に、 このような電波環境の未曾有の危機を救うためには、 審議会 ･ 委員みずからを

前に乗り出し、 審議会本来の機能を発揮し、 誤った総務省令とこれに基づく型式指定を取

り消して頂きたいのである。

6 結論

よって、 本件は、 電波法 8 7 条但書に定める ｢事案が特に重要である場合｣ に該当する

ことが明らかであるから、 電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名する ことを求め
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るものである。 また、 事案の重大性に鑑み、 審理を主宰すべき委員は、 電波監理審議会の

委員全員とすべきである。


